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平成25年3月15日判決言渡同日原本領収裁判所書記官

平成24年（行ウ）第3号公文書開示請求許否処分取消等請求事件

口頭弁論終結日平成25年1月11日
． 1

判 決 ． ． ’

１ⅡⅡ６９■■０９凸，日二■４Ｐ■■△
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１
１

９

心
一

■■■■■
１
１
皇
ロ 宮 部 龍 ，彦原

←

■■■■■■■
原 告一 宮部 慎太 郎

烏取市尚徳町116

被 告 烏 取 市

同代表者市長 竹 一内 功

処 分行政庁 鳥 取 市 長

一 竹一 ， 内 功

同訴訟代理人弁護士 駒 井 重 忠
｡ ．》

同 西 川 弘 康

同訴訟復代理人弁護士 今 田 慶 太一丁

主 文

1 原告宮部龍彦の訴えのうち，処分の義務付けを求める訴えをい

ずれも却下する。

2原告宮部龍彦のその余の請求をいずれも棄却する。

3原告宮部慎太郎の訴えのうち，処分の義務付けを求める訴えを．

いずれも却下する｡ ｛

4原告宮部慎太郎のその余の請求をいずれも棄却する。

5 原告らの平成24年（行ク）第1号文書提出命令の申立を却下
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6訴訟費用ば原告らの負担とする。

‘ 事実 ・及・ び 理 由 ′

第1 請求の趣旨・

.I<1) 鳥取市長が，平成22年9月2日付けで原隼部龍彦(以下「原
ノ

． ・告龍彦｣． という。 ）に対してした下記の文書似下［本件各文書」 ：

どいう。 ) (こ係る開示請求拒否処分（以下，本件各文書それぞれに

． ‐対する処分を合わせて｢本件甲処分」 という。 ）.を取り･消すb .
． 、 ●

記

同和対策固定資産税減免に関するj :平成20年度以降の次の文書”

ア鳥取市下味野地区の減免対象者に対する説明資料一式 ．

イ鳥取市下味野地区の同和減免の件数と総額

ウ鳥取市下味野地区の対象地域（地図など） ・

（2） 鳥取市長はj原告龍彦に対じ，本件各文書の開示決定をせよ｡

2(1)鳥取市長が．,平成22年9月21日付けで原告宮部慎太郎（以下．
． ， 「

． 「原告慎太郎J::という‘ ）に対してした本件各文書に係る個人情報

・ 開示請求拒否処分（以下,:本件各文書それぞれに対す.る処分を合わ

せて「本件乙処分｣． という｡）を取り消す。

(2) 鳥取市長は, :原告慎太郎に対し，本件各文書の開示決定をせよ。

第2 事案の概要等‘ ・ ・ ． ． ． 、 ・

1事案の概要

(1) 本件のうち，原告龍彦の請求は，原告龍彦が，鳥取市長に対し，

別紙記載1の鳥取市情報公開条例（平成11年3月26日鳥取市条

例第’畳,以下「公開条例」という。 ） ･6条'項に基づき，本件各
』

文書の開示を請求したところ，鳥取市長Iま，平成22年.9月2日付

β

一

斜

2、
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けで，原告龍彦に対し，本件各文書を開示しないこととする旨の決

定(本件甲処分)をしたため,原告龍彦が，本件各文書に記載され

・ た情報は，①公開条例7条(2)号本文の不開示情報に該当しない上，

②公開条例7条(2)号ア､に該当し同号によって開示しないとされてい
･ t

る情報から除外されているなどと主張して，本件甲処分の取消しを

ボ 求めるとともに，行政事件訴訟法37条の3第5項に基づき,本件
1 ．

各文書の開示処分の義務付けを求めた事案である。

（2） 本件のうち，原告慎太郎の請求は，原告慎太郎が，鳥取市長に対

し，別紙記載2の鳥取市個人情報保護条例（平成14年.9月26日．

、鳥取市条例第31号｡以下「保護条例」 という。 ） 14条1項に基

づき，本件各文書の開示を請求したところ，鳥取市長は，平成22

年9月21日付けで，原告慎太郎に対し，本件各文書を開示しない

こととする旨の決定（本件乙処分）をしたため，原告慎太郎が，本

件各文書にほ保護条例15条(4)号の不開示情報が記載.されていない

などと主張して，本件乙処分の取消しを求めるとともに，行政事件

訴訟法37条の3第5項に基づき，本件各文書の開示処分の義務付
ぷ

けを求あた事案である。

2． 関係法令

本件に関する条例は別紙記載のとおりであり，以下では，別紙記載

3の「鳥取市税条例」は「市税条例」 という。

3 前提事実（証拠等認定の根拠を示さない事実は，当事者商に争いが

ない。 ）

（1） 当事者等
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味野地区（以下

に住所を有式る鳥取市下

の住民であるd.｢下味野地区」という。 ）
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鳥取市長は，公開条例及び保護条例上の実施機関であり，本件甲

処分及び本件乙処分をした行政庁である（以下;鳥取市長を｢処分

行政庁｣ という。 ） 。 ・

， 被告は， .処分行政庁が所属する地方公共団体である。

(2)被告の本件に関わる施策

ア被告は，地方税法367条の委任に基づき．,市税条例58条1

項で固定資産税の減免に係る要件を定めている。

また，地方税法.702条の8第1項は，都市計画税の賦課徴収
： 。 ’

は,固定資産税の賦課徴収の例によると定めている.ところ，被告

． ・ は市税条例153条で同様の定めを置いている6 “

イ被告は，市税条例58条1項4号， 153条所定の減免の対象

日から施行された鳥取市固定資産税及び都市計画税に係る減免措

置取扱要領（乙8）において,‐他の対象とともに， ､鳥取市の同和

対策対象者も藏免の対象とする旨を定め（6項2号） ，鳥取市同

和対策に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置要綱（甲4）

において実施の基準を:定めた｡

同要綱は,旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措

置に関する法律.(昭和62年法律第22号）第2条に規定する対

象馳域及び市長が別に定める地域(以下,両地域を合わせてj 「対

象地域」 という。 ）の住民が所有する固定資産のう･ち，市長が定

める区域内にある土地及び家屋（以下，両不動産を合わせて｢対

象資産」 という）の固定資産税及び都市計画税を同和対策に係る

固定資産税及び都市計画税の減免措置（以下「同和対策減免措置」

という。 ）の対象とし，対象資産の固定資産税琴び都市計画税に

係る課税標準額の合計額(当該金額が，500万円を超えるとき
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If15.00万円）の50パーセントに相当する金額を減税する旨
？ 、

規定していた（甲－4） 。

なお，同要綱は,平成23年4月1日に廃止されたが,経過措

置において，対象資産に対する平成23年度分の固定資産税及び

都市計画税については，対象資産の固定資産税及び都市計画税に

係る課税標準額の合計額（当該金額が1500万円を超えるとき

は1500万円）の25･パーセントに相当する金額を減税するも

のと定めていた（乙9） 。 ． ‘

ウ被告は，前記ア,イのとおり，法令等を整備し，処分行政庁は
. ：

これらの法令等に基づき，平成23年3月31．日まで同和対策に

係る同和対策減免措置をしてきた。

(3) 処分経過等 ” ‘ 、

ア原告龍彦は,平成22年8月16日付けで,処分行政庁に対し，

公開条例6条1項に基づき,本件各文書の開示請求をしたところ，

、処分行政庁は， 同年9月2日付けで本件各文書を開示しない旨の

決定(本件甲処分)をした(甲1, 2) ｡そこで,原告龍彦は，

本件甲処分につき，同年10月28日付けで異議を申し立て， こ

れに対し』処分行政庁は，平成23年9月21日付けで同異議申・

立てを棄却する旨の決定をした（甲5， 9） 。

イ､原告慎太郎は,平成22年9．月6日付けで,処分行政庁に対し， ．

保護条例14条工項に基づき，本件各文書の開示請求をしたとこ

ろ，処分行政庁は,同年9月21日付けで本件各文書を開示しな

い旨の決定（本件乙処分）をした． （甲10, 11) 。原告慎太郎

は'本件乙処分につき,同年’’月’5日付けで異議毒申し立て〆

これに対し，処分行政庁ほ，平成23年9月21日付けで同異議
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申立てを棄却する旨の決定をした（甲12，． 16） 。

（4） 本件の提訴

原告らは，平成24年3月8日受付の本件訴状をもって，本件甲

処分及び本件乙処分の取消しなどを求めて訴えを提起した（顕著な

事実） 。

3 争点 ：．
{ 、

(1) ‘原告龍彦の請求について ・ ‐
． 1 .

ア本件各文書はj公開条例7条(2)号本文に該当するか｡

イ本件各文書は,公開条例7条(2)号アに該当するか。

ヴ・義務付けの訴えの訴訟要件を具備しているか。 "-:

（2） 原告慎太郎の請求について

ア本件各文書は，保護条例'5条(4)号に該当するか。

イ義務付けの訴えの訴訟要件を具備しているか。

4“ 当事者の主張 ‘
Lロ

: （1） 争点(,)ア(本件各文書の公開条例7条(2)号本文該当性)について

ア被告の主張

、 ． . (ｱ)．本件各文書は，同和対策減免措置に関する文書であり，本件各

文書が開示されれば,特定の地区に同和地区が存在するか否かが

明らかになる。

そして,部落差別が,鳥取県内及び鳥取市内に蓋いて,未だ解、

消されていない現状Iこ照らすと,ある地域が同和趣区に該当する
・ 0 ． ． ． ざ

かどうかとしiう事項は,当該地区の居住者や出身者にとって秘密

にしたい私的生活情報であるといえるし，ある地区に対象地域が
．！ ．

存在するという情報が開示されれば，当該弛区の居住者や出身者
』

が差別を受けるおそれがあるから,それらの者の個人の権利利益

』
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・を害するおそれがある。

（ｲ） 原告龍彦は，同和対策事業では,事業目的が，同和地区の場所

一を公にするところにあるとしており,本件各文書が開示されても

下味野地区の居住者や出身者の個人の権利利益を害するおそれ

はないと主張する。 ・

しかしながら,同和対策事業につい丈定めた同和対策事業特別

措置法の法亥からすれば，同和対策事業が.,その対象地域を公に

することを目的又は目標とするものでないことは明らかであり，

､,原告龍彦の主張は失当であるも ・

イ原告龍彦の主張 ‐” ・

（ｱ）原告龍彦が開示を求めている情報は， 「下味野地区に同和地区

があるか否か」であって，個人に関する情報でも，個人の権利利

益を害するおそれがある情報でもない。

. (f) 下味野地区に同和地区が存在まる二とは,鳥取市においては広

く知られた事実であるから,本件各文書が公開されたとしても個

人の権利利益を害する.ことはなiい･

．(ｳ） 同和対策事業は，事業目的が，同和地区の場所を公にしながら

事業を進めることで，差別を解消するところにあり， .実際，同和
．、

地区の場所が記載された｢同和地区精密調査」の報告書（甲26）

が，国立公文書館で公開されているところ（甲27） ,同文書で

同和地区とされた地域の住民や出身者が差別を受けている証拠

はない。 、

したがって；本件各文書が公開され，下味野地区に同和地区

…が存在するということが明らかになったとしても,下味野地区の
． 』 ・

居住者や出身者個人の権利利益が害されるおそれはない。
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(2) 争点(1)イ（本件各文書の公開条例7条(2)号ア該当性）について
ア原告籠彦の主張

(ｱ） 各国民に対する課税額は,租税法律主義（憲法30条及び84（ ・

条）により，あらかじめ法令によって明らかにされなければなら

ない。

ところで，被告は,､前記前提事実(2)のとおり，同和対策減免措

震の内部基準として,鳥取市同和対策に係る固定資産税及び都市
計画税の減免措置要綱を定めており，同要綱は対象地域の住民に

対する固定資産税等を減税の対象としている｡.そうすると，各国

． 民の課税額を知る上で,同和対策減免措置がなされている者に関

する情報を知る必要があるから,対象地域が明らかにされなけれ

ばならない。

したがって，対象地域は,租税法律主義により公にされること

． が予定されている。

㈹また，以下のaないしcをからすると，下味野地区に同和地区

が存在することば，公にされてきておりそれは慣行である。： ．

a. 「被差別部落」と「同和地区」という用語は，ほぼ同義で用

・いられているところ，下味野部落史研究会が，鳥取県立公文書

館に寄贈した「ムラめあゆみ’」という冊子（以下「ムラのあ

ゆみ1」 という｡）には，下味野地区の旧赤池集落が被差別部
。z

落であることが記載されており，同公文書館で誰でも読むこと

． ができる｡。

‘ b 烏敢市では同和対策事業として小集落改良事業を行ってき

ており，このことは公知の事実であるところ，下味野地区の旧患 ，

赤池集落では小集落改良事業が実施され,現在も，旧赤池集落

つ

、
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昂
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旬
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９
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■

には,j､集落改良事業の記念碑及び部落解放同盟鳥取県連合会
書記長･同中央本部執行委員であった故人の銅像が置かれてい

る○し力｡も,下味野地区にIま,平成23年5月まで｢同和地区…
及びその周辺地域」及び「同和地区住民及び周辺住民」のため

・の施設とされていた下味野集会所が設置されていた｡ ：

c 鳥取市立美和小学校の校区内には下味野地区があるところ， ；

同小学校では,少なくとも平成3年ころまでは,下味野地区に
同和地区が存在するご』を教え,さらに,明らかにすることが
大切であることを稽導してきた。

被告の主張

(ｱ)租税法律主義の最も重要な内容は，課税要件法定主義であり，
納税義務者,課税物件,課説標準,税率などの課税要件及び租税
の賦課･徴収の手続が法律で定められていなければならないこと
にあるb

・ イ そして§同和対策減免措置は，前記前提事実(2)のとおり，地方

，税法367条の委任に基づいて定.められた鳥取市税条例第58．

条’項を根拠としてなされているものである。そうすると，同条
同項が固定資産税の減免に係る要件を定めていることによって
租税法律主義の要請は満たされているのであって,租税法律主義
は誰が減免を受けるかについてまで公にすることを要請するも
のではない。

したがって,ある地区が対象地域(こあたるか否かという情報は，

‘憲法84条及び地方税法36ケ条iこよって『公にすることが予定
ざれている｣情報とはいえない｡

． #

（ｲ）原告龍彦Iま,同和地区が下味野地区に存在することは公にされ
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寺
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てきておりそれは慣行であると主張する.が,ある地域が同和地区

であるといった情報は,公にすることが慣行とされているもので

・はない。 ． 、

(3) 争点(')ウ（義務付けの訴えの訴訟要件を具備しているか）につい

て

ア被告の主張'

原告龍彦の本件甲処分の取消しを求める訴えは,理由がないから，

・ 本件各文書の開示処分の義務付けを求める訴えは行政事件訴訟法

37条の3第1項2号所定の要件を欠き，不適法である｡。

：、イ‘･原告龍彦の主張 ･ ･…:二譽:-号－．

．争う｡

(4) 争点(2)ア（本件各文書の保護条例15条(4)号該当性）について
r

，ア被告の主張 ， ′ ‘

0

少

、

(ｱ） 本件各文書は,開示請求者である原告慎太郎以外の者に関する

情報が含まれている個人情報である。 ， ・

(ｲ)本件各文書が開示されることとなれば;前記(i)7(7)のとおり，

特定の地区の居住者や出身者が差別を受けるおそれがあるなど，

それらの者の個人の権利利益を害するお'それがある。
､ ・

したがっだ,本件各文書は,保護条例’5条(4)号本文の不開示

情報に該当する｡

㈲原告慎太郎ほ,対象地域を開示しないことは租税法律主義に反

‘ すると主張するが，対象地域は，前記(2)イ(ｱ)のとおり，租税法律

主義によって公にす,る．こと.が予定されているとはいえない。

㈲原告慎太郎は;下味野地区に同和地区が存在することは慣行と

して公にされていると主張するが,前記(2)ｲ(ｲ)のど岩り，ある地

ザ
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ノ、
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区が同和地区であるかといった情報は,慣行として公にされてい

．るとはいえな．い｡

・原告慎太郎の主張

(ｱ） 原告慎太郎は,自身に係る固定資産が同和対策減免措置の対象

となるかどうかを判断するために必要な情報を請求したに過ぎ

ないのであって，本件各文書は;原告慎太郎にとっては「開示請一

求者以外の者に関する情報が含まれる情報｣ではない。

(ｲ） 下味野地区に同和地区が存在することは下味野地区の住民で

あれば当然知り得るごとであるから,本件各文書の開示と下味野

:地区に同和地区が存在することが明らかになることとの間には”

因果関係がない。

また,下味野地区に同和地区が存在することは,鳥取市にお

いては広く知られた事実であるか．ら，本件各文書が公開されたと

， しても，個人の権利利益を害するこ･とはない｡

(ｳ） 同和対策減免措置の具体的要件が個別的に開示されないので

あれば,自己に課される固定資産税額が適法なものか知ることが

できないごとになり，憲法30条”84条が定める租税法律主義

に反する。 ． 。 ,

㈲下味野地区に同和地区が存在すること.は,前記(2)ア(ｲ)のとおり

慣行として公にされてきた。 ・

争点(2)イ （義務付けの訴えの訴訟要件を具備しているか）につい

0

イ0

’
ー

I

ザ

(5)

て
も

．ア被告の主張． ・

原告慎太郎の本件乙処分の取消しを求める訴えは,理由がないか

ら,･本件各文書の開示処分の義務付けを求める訴えは行政事件訴訟
ゲ 、
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． 法37条の3第1項2号所定の要件を欠き,不適法である。

イ原告慎太郎の主張‘

争う。

第3｡､判･断

i本件甲処分に:ついて ．

（,） 争点(1)ア（本件各文書の公開条例7条(2)号本文該当性）について

ア本件各文書は，いずれも同和対策減免措置に関する文書である
が，本件各文書の内容からすると，本件各文書に特定の個人を識

別することができる情報が記載されているとは考え難し､。そうす

君と，当該文書に,. ｢特定の個人を識別サるごとはできないが，公

・にすることにより， なお個人の権利利益を害するおそれがある」

情報が記載されている．と解釈できるかが問題となる。

￥ そこで検討するに本件各文書は，いずれも平成20年度以降

の同和対策減免措置に関する文書であり，本件各文書が開示され

れぱ，特定の地区が対象地域に該当するか否か，すな･わち，地方

‘ 公共団体である被告が，特定の地区を同和地区であると解してい

． 、 ろのか否かが明らかになってしまう性格の文書である （なお,減

・ ・税対象者に対する説明資料一式については，その文書自体から地

方公共団体である被告が特定の地区を同和地区と解しているかど

うかが明らかになるものではないが，原告龍彦は，下味野地区の

、減免対象者に対する説明資料一式と限定を付して開示請求をして

、 いることから， このような限定を付した開示請求に漫然と応じる

とすれば,地方公共団体である被告が特定の地区に同和地区があ

ると解していることを公式に表明したことになる。)。
『 。 』

‘ そして,,鳥取県が平成23年2月に実施した鳥取県人権意識調
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『

査によれば》同和地区の人々・に対する部落の現状に関する質問に

対し，今なお多くの分野で格差や差別意識が存在している旨の意

見（9. 6パーセント)や同和地区の生活環境や就労，教育面の

格差は解消したが．，同和地区の人々に対する差別意識は解消され

ていない旨の意見. (30．6パーセント）などの差別意識が解消

されていない旨の意見が53．2％に達した上(乙12．75頁)，

自分の子が同和地区出身の人と結婚しようとする場合にどのよう

に対応するかについ:ての質問に対し』結婚に否定的な意見が’2．

1パーセントを占めたごとが明らかにされており(乙12．7頁)，

鳥取県では，差別意識がなくな.空た.とはいえない状況にある･a、 ：

このような現腕に鑑みれば，仮に，被告が；前記のような特定

の地区と結び付けた上でなされたような公文書開示請求に応じ,

結果と．して地方公共団体である被告ｶﾐ,特定の地区を同和地区で

あると解していることを表明することになれば，特定の地区の居

住者及び出身者が差別にさらされるおそれがあり, このことは文

書の開示請求が差別的取扱を企図してその対象者を特定する目的
． ：

を有している者によづてなされたものなのか，差別意識のない者

によってなされたものなのかによって変わりがないものと解する
： 、

のが相当である｡.なぜなら，特定地区が同和地区なのかどうかと

いう．ことは未だにセンシテイブな事項であ．るところ，開示するか
。 ： ．

否.かが’開示請求者がどのような目的で， どのような意識のもと

に開示請求をしているかといった外形的に容易に判断できない内

面的要素によって区別されるとしたのでは，その判断を誤って公

的見解が表明,された場合にそれによって生じた危険を事後的に解

消することが困難であるため，門地による差別差禁じた憲法の精

。
。
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神を全う,することができないこととなるからである。

イ(ｱ） ．これに対し，原告龍彦は；下味野地区に同和地区が存在する

・ ことは，鳥取市においては広く知られた事実であるから，本件

各文書が公開されたとし．ても個人の権利利益を害することはな ．
、

いと主張する｡、 :

しかしながら，鳥取市において下味野地区に同和地区が存在

することが一般的に知られて･い．ることを示す証拠は提出されて・

いない。 したがって，下味野地区に同和地区が存在することが

鳥取市において広ぐ知られていると認めることはできない。

一･---‐ よって;原告龍彦の前記主張は採用できない5． 字…" ･…

･ 〈ｲ） また,原告龍彦は,同和対策事業は，同和地区の場所を･公に

しながら事業を進めることによってj差別を解消ずることを目

的と.しており，それによって同和地区であることが明らかにな

った地域の居住者及び出身者に差別が生じた証拠はないと主張

する。

しか･しながら｡，同和対策事業の.目的は，歴史的社会的理由に

． :より生活環境等の安定向上が阻害されている．地域における経済

力の培養，住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与すること

・ にあり ． '(同和対策事業特別措置法1条参照） ， 同和対策事業の

． ‐ 目標は，対象地域における生活環境の改善社会福祉の増進，

産業の振興,職業の安定，教育の充実，人権擁護活動の強化等

を図ることによって.,対象地域の住民の社会経済的地位の向上

・ を不当にはばむ諸要因を解消することにある （同法5条） .。

そうすると,同和対策雲業が,その対象地域を公にするとと
によって差別を解消することを目的としていたとぽいえないし，

〆
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￥ その対象地域を公にする_ことによって差別が解消されることに

・な．るこどを認めるに足る証拠も.ない。したがって，前記の原告

龍彦の主張は採用できない。

（跡さらに，原告籠彦は，同和地区の地区宅や所在地が記載され
た「同和地区精密調査」の報告書（甲26）が国立公文書館で

閲覧に供され公声されていると主張する・

確かに， この文書は，国立公文書館で公開の対象となってい

るようであるが，それによってどの程度の人が， この文書に記

載された地域に同和鬼区が存在することを認識してきたのかに
ついては; .禾件訴訟に顕流え証拠を精査Lでも不明といわざる
を得ない｡ :そうすると,同文書に調査対象地区として記載され
た地域の居住者及び出身者がシ同和地区の居住者及び出身者で

あることが広く認識されているとは認め難い。

したがって，原告龍彦の前記主張も採用できない。

ウ ・以上からする．と，仮に，地方公共団体である被告が，前記のよ

うな特定の地区に関連付けられた文書の開示請求に応じることに

よって，特定の地区を同和地区であると解していることが明らか
になれば，特定の地区の居住者及び出身者が差別にさらされるお

．それがあることから，個人の権利利益を害するおそれがあるもの

と評価ぜざるを得ない。

したがづて，本件各文書に記載された情報は”公開条例7条(2)

号本文の不開示情報に該当する。

(2)争点(1)イ（本件各文書の公開条例7条(2)号ア該当性）について

ア公開条例7条(2)号アは， 「法令若しくは他の条例の規定により
． 』

又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情
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報」について,個人の権利利益を害するおそれがある情報であっ

ても，不開示情報に該当しない旨定めている。

そして, 「公にする」とは，不特定多数の人に周知できるよう

な状態に置くことを'意味し（内閣法制局法令用語研究会編「有斐

閣法律用語辞典」有斐閣初版(1993）82頁参照） ， ｢周

知」とはあまねく知れわたっている.ことを意味する（新村出編･｢広

辞苑」岩波書店第6版(2008) 1326頁，松村明編「大

辞林」三省堂初版（1988） 1134頁参照) bそうすると，

この公開条例7条(2)号アの情報とは,法令等により又は慣行とし

てシ不特定多数の人rに詰雷ねぐ知れわ;たる籏態に置かれ，又はそ
のような状態に置かれることが予定さ,れた情報を意味すると解す

るのが相当である。

これについて，原告籠彦は，憲法30条及び84条に基づく租

税法律主義からすれば，対象地域は法令により公にすることが予

定されていると主張する。

しかしながら，租税法律主義とは，新たに租税を課す場合又は

現行の租税を変更する場合には，法律又は法律の定める条件によ

らなければならないどする原則であって，国又は地方･公共団体が

する課税について，国民又は市民が他の国民又は市民全員の課税・

額，課税根拠を知らなければならないことを求める原則ではない。

そうすると，同和対策減免措置は，対象地域の住民を対象とす

るものではあるが（甲4） ，租税法律主義は，対象地域外の住民

にとって，対象地域が明らかでないからといって，その対象地域

を明らかにすることを求めるものではない6したがってヅ対象地
0

域ぱ2憲法84条に基づく租税法律主義によ.って「公にすること

イ
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が予定されている」 とはいえない。

ｳ(ｱ） 原告籠彦は, .下味野部落史研究会が，鳥取県公文書館に寄贈

した「ムラのあゆみ1」には，下味野地区の旧赤池集落が被差

別部落で，あることが記載されており， 「ムラのあゆみ1」は，

， 同公文書館で誰でも読むことができることから，慣行として公

にされ.ていると主張する6

・ 確かに, ． 「ムラのあゆみ1」には，歴史的な事実として下味

野地区の旧赤池集落に被差別部落が存在したことが記載されて

・ いる （甲18） 。

しかし麓がち;…鳥取県立公文書館砥, ､下味野部落史研究会か

ら寄贈された「ムラのあゆみ1」を保管し，利用者の請求に応

じて「ムラのあゆみ1」を閲覧させていたものであり，その閲

覧の態穰からすれば,同公文書館が「ムラのあゆみ1」を不特

定多数の人に知れわたる状態に置いていたとまでは評価できな
‐い。そうすると， 「ムラのあゆみ’」に記載された情報が法苓
又は慣行として公にされていたとはいえない。

。 ）．

(ｲ） 原告龍彦は，下味野地区で小集落改良事業が実施されたこと

や，下味野集会所が設置されていることからすると》下味野地

i 区に同和地区が存在することが客観的に明らかであると主張す

確かに;下味野地区では,昭和51年から昭和55年にか毒
て，伺和対策事業として，小集落改良地区事業が実施され（甲2

9:，弁論の全趣旨) ，現在も小集落改良事業の記念碑及び部落解

法同盟鳥取県連合会書記長.同中央本部執行委員であった故人の
4 ． ‐

銅像が置かれている(甲22－1なし．､し3) 。しかしながら，仮I
●
●

ノ で
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今 ⑳

匂 句 ⑦

,② ⑨ ロ

や 念 ⑨

ぬ 旬 令

、

＄

に，当該地区が同和地区であったとしても，その地区に記念碑等
ロ 、

や下味野集会所があることや,小集落改良事業が過去に行われた

ことだけで，当.然に他の集落，地区の住民， とりわけ他県から転

入するなど鳥取県内に存在する同和地区について何らの知識を

有しない市民が同和地区であることを知り得たり，知っていたと

はいえず,慣行として公になっていたとは認められない。

励原告龍彦は，校区内に下味野地区がある鳥取市立美和4岸校

では，平成3年ころまで下味野地区に同和地区.が存在すること

・を明らかにし，公にずることが大切であるとの指導をしてきた

,ことから慣行と.して公にされて弓いると主張し声その証拠として

雑誌の抜粋（甲24）を提出する。

しかしながら， 同証拠は伝聞であるし；記載内容をみると，

当該小学校に係る記載の発言者は匿名であり,記載の内容が真実

･を伝えるものか否か何ともいえず,たやすく信用できない｡その

他,原告龍彦のこれについての主張を裏付ける証拠は提出挙れて

いな･い。

そうすると，前記の小学校で，下･味野地区に同和地区が存在

することを明らかにするとどもに公にすることが大切であると
／ 、

の指導をしてきたと認めることはできない。

なお，部落解放運動において,． 「寝た子を起こすな」 という

発想を批判する観点から,被差別未解放部落に生まれた者自身が

自ら同和問題の.存在を明らかにするとともに部落解放を目指す

姿勢が必要で．あるととが強調されることがあるこ．とは公知の事

実であるが,同和地区に住所を有する住民が自ら自分の情報を公

表していくことと,住所を有しない者がそのような境遥にある者

t
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１

の情報を公表することは，局面が全く異なる行為であって，前記

のような見解が存在すること'をもって,特定の地区が同和地区で

あることを被告が公にすることが許容されるとはいえ･ない。

エ以上によれば，本件各文書に記載された情報は，法令又は慣行

により公にすることが予定されている情報とはいえないし，不特

定多数の人に知れわたる状態に置かれている情報ともいえない。

したがって，本件各文書に記載された情報は,公開条例7条(2)号

’
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アには該当しな．い。

(3) 原告龍彦による本件各文書の開示請求についてのまとめ

! ＝-前記(1)う-(2)がらずぢど-原告籠彦の本件各文書め開示請求には理
劉
詞
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由がない。
く

そして，被告は，本件各文書の存否を明らかにしないで，当該開

示請求を拒否しているが， 当該開示請求ば，本件各文書が特定の地

区との関連性を有するか､どうかを明らかにせざるを得ない内容を含

んでおり，それ自体の回答により,地方公共団体である披告が特定

の地区に同和地区があると解･しているか否かを結果として明らかに

することにつながることからすると，その存在の有無を答えること

自体が不開示情報を開示することになるから,本件各文書の存否を

明らかにしないで，当該開示請求を拒否することは適法で．ある（公

開条例10条)。

(4)争点(1)ウ（義務付けの訴えの訴訟要件の有無）について

本件訴えのうち，本件各文書の開示処分の義務付けを求める訴え

（前記第1の1(2))は,行政事件訴訟法3条6項2号に定める義務

付けの訴えであるところ,伺号に定める義務付けの訴えは， 申請又
』 ．

は審査請求を却下する処分がされた場合において， 当該処分が取り

1
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｡●

消されるべきものであり，．又は無効もし･くは不存在であって， 当該．

処分に対する取消訴訟又は無効等確認の訴えに係る請求に理由があ

るときに限り許されるものであり （同法37条の3第1項2号） ，

取消訴訟又ほ無効等確認訴訟における勝訴が義務付けの訴えの訴訟

・ 要件になると解するのが相当である（西川知一郎編「リーガル．プ

． ログレッシブ・シリーズ行政関係訴訟」青林書院初版（200

9） 167頁同旨） 。

そ･して，原告龍彦の本件甲処分の取消しを求める請求に理由がな

． ・いことは上記(1)ないし(3)で判示したとおりであるから,本件各文書

･ =ァ：． ′の義務付けを求め.る訴えは，,:訴訟要件を欠き不適法である｡"::. ； ‐-:シ

・ 2本件乙処分について －
J● ｡ ■

（1）保護条例では，何人も，実施機関に対し， 自己を本人とする保有

個人情報の開示を請求するこどができる （保護条例13条1項)。

．そして，保有個人情報とは，実施機関の職員が職務上作成し，又

は取得した個人情報であって，当･該実施機関の職員が組織的に利用

するものとして，当該実施機関添保有しているものとされており（保

護条例2条(3)号)，その個人情報とは,個人に関する情報であって；
： ．

． 特定の個人が識別され，又は識別され得るものとされている （保護

・ 条例2条(1)号)。

．そこで,‘本件各文書に原告慎太郎の保有個入情報が記載されてい

．るのかを検討するに，本件各文書には，前記1(1)アのとおり，特定

の個人を識別することができる情報が記載され定いるとは考え難い

ことからすると，本件各文書に原告慎太郎についての保有個人情報

・ は記載されていないと推認できる。

』 したがって，本件各文書には，原告慎太郎が保護条例によって開

一

。
●
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勺

、
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示を請求できる情報は記載されていないと考えられるから，原告慎

太郎.は，保護条例によって，本件各文書の開示請求をすることはで･

きない｡

よって，原告慎太郎の本件各文書の開示請求は，その余の点を検

討するまでもなく理由がない｡.．

（2）被告は，本件各文書の存否を明らかにしないで， 当該開示請求を

拒否しているが， 当該開示請求は,本件各文書が特定の地区との関

連性を有するかどうかを明らかにせざるを得ない内容を含んでおり，

それ自体の回答により，地方公共団体である被告が特定の地区に同

和地区がある．-ど解じているか否かを結果として明らがにする零こ巻に：

つながるこどからすると，その存在の有無を答えること自体鯲不開

示情報を開示することとなるといえることから》本件各文書の存否

を明.らかにしないで，当該開示請求を拒否することは適法である（保

護条例18条)。 ・

（3）本件訴えのうち，本件各文書の開示処分の義務付けを求める訴え

(前記第1の2(2))は，行政事件訴訟法3，条6項2号に定める義務

付けの訴えであるところ，同号に定める義務付けの訴えについては，

前記'(4)のとおり，取消訴訟又は無効等確認訴訟において勝訴する
： ． ？

ことが，義務付けの訴えの訴訟要件になるものと解される。

そして，原告慎太郎の本件乙処分の取消しを求める請求に理由が

ないことは前記(')で判示したとおりであるから，本件各文書の義務

付けを求める訴えは,訴訟要件を欠き不適法なものである・

3 文書提出命令について

原告らはj昭和5’年前後に鳥取市下味野地区で実施された小集落
4

改良事業の対象地区の図面，事業計画を記した文書（以下「小集落改

’
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良事業関連文書｣:という。 ）について民訴法220条2号， 4号に該

当するとしてその提出､を求める文書提出命令（平成24年（行ク） .第

1号）の申立てをしたので,以下に判断する.。

原告らは,･小集落改良事業関連文書によって証明すべき事実として，

下味野地区において同和対策事業として小集落改良事業が行われ,､そ

の対象となった同和地区が慣行として公にされてきた事実を掲げてい

ザ

一

0

る。 、

し.かしながら，前記エ(2)ウ(ｲ)のとおり．，ある地区に対して小集落改 ・

・良事業がなされたことをもづて， 同.地区が同和地区であることを慣行

－ ．－．:､需ｰ: ･老･･し,で公にされてきき擢芯のどは評僻さぎないb :ぞうすると'. --小集落甑….琴.…~¥

良事業関連文書は，原告らが掲げた事実を証明することができるよう
＼

な性格の文書でばなく，証拠調べの必要性が認められない。 ． ‘

したがって，原告らの文書提出命令の申立てには理由がないから却

下することとする。

・第4結論

以上の次第で，原告らの訴えのうち，義務付け訴訟にかかる部分は不
． ． ；

適法であるからいずれも却下し,そiの余の請求については理蛋がないか

らいずれも棄却することとし，訴訟費用の負担について,行政事件訴訟

法7条，民事訴訟法6’条, 65条'項本文を適用して，主文のとおり

判決する.。

鳥取地方裁判所民事部． ．

ー

6

､

裁判長裁判官 和久．田 斉
P

分

〈
§

F

〆
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1． 鳥取市情報公開条例． ． ‘

第6条・

（'） 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」 という。 ）は，

当該行政文書を保有していろ実施機関に対しj次に掲げる事項を記

載した書面（以下｢開示請求書」 という｡. ）を提出してしなければ
／

ならない。 （第1項柱書） 、

ア､ 開示請求をするもの:の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法

…………火その他の団体にあって職代表者の氏名… ((1)号） : … : ･ …､＝烹・ －－，

． ． ：イ．行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに

足りる事項（(2)号）

iウ前2号に掲げる魁のの!ほか,必要な童項((3)号)、

－ （2）2項につき省略

第7条

実施機関は， 開示請求があった場合は;"開示請求に係る行政文書に
． ： ． ・ ・ ： ．・ ・ ・

‘ 次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」 という。 ）のいずれかが

記録されているときを除き， ､開示請求者に対し， 当該行政文書を開:示

しなけれぼならなv， （柱書)･･

(1) (1)号につき省略

(2)・個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。 ）であって， 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述 ・

等により，特定の個人を識別することができるもの． （他の情報と照

合することにより，特定の個人を識別することができることとなる ．
4

ものを含む。 ）.又は特定の個人を識別する.ことはできないが，公に ．

ｰ
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することにより，なお個人の権利利益を害するおそれがあ･るもの。

ただし，次に掲げる情報を除く。 （(2)号柱害）

ア法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にするこ

とが予定されている情報(ア号）

イ イ号につき省略

（3） (3)号ないし(8)号にづき省略

第10条

実施機関は，開示請求に対し，当該開示請求に係る行政文書が存在
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じて.い､るか，又は存在して財､ないかを答えるだけで，不開示情報を開

示することとなるときは話当該行政文書の存否を明らかにしな迩羅j一
・ j

当該開示請求を拒否することができる。

、

2・鳥取市個人情報保護条例

第2条 一

この条例において，次‘の各号に掲げる用語の意義は， 当該各号に定め

るところによる。 （柱書）

（1）個人情報個人に関する情報であって，特定の個人が識別され，

又は識別され得るものをいう6ただし，事業を営む個人の当該事業
h .

に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含ま

れる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。 （(1)号)

（2） 実施機関市長，教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会,監

’ 査委員,農業委員会，固定資産評価審査委員会，水道事業管理者，

病院事業管理者及び議会をいう。 （(2)号）

（3） 保有個人情報実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個

人情報であって，当該実施機関の職員が組織的に利用ずるものとし
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て，当該実施機関が保有しているものをいう6ただし，行政文書(鳥

取市情報公開条例（平成11年鳥取市条例第1号)第2条第2号に ：

規定する行政文書をいう｡以下同じ｡)に記録されているものに限る。

((3)号）

． (4) (4)号につき省略． 、
． ． ． ； ． 、

第13条 ．

（1） 何人も， この条例の定めるところにより， 、実施機関に対し， 自己 ・

を本人どずる保有個人情報の開示を請求することができる。 （第1

項）
． ' （ ．

…-(2卜･:･第2項につき省略･黒･鳥碧..¥".言.＝-＝--簾冒一 一 一_.……….….．_---.... .,｡.＝≦.. .． ：‐

第14条

（1） 開示請求は，次に掲げる事項を記載した書面（以下「開示請求書」

という。）を実施機関に提出してしなければならない。 （第1．項柱書） ．

ア開示請求をする者の氏名及び住所.((1)号） .

イ開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な喜項（(2) ＞

・ ､号）

（2） 2項及び3項につき,省略

第15条・

実施機関は， 開示請求ｶﾐあったときは，開示請求に係る保有個入情

報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報｣ _という｡）のいずれか
； ． 、

が含まれている場合を除き，開示請求者に対し，当該保有個人情報を ．

開示しなければならない.(柱書)d

（') ． (1)号ないし(3)号につき省略

（2） 開示請求者以外の者に関する情報歩含まれている情報であって,

， 開示することにより当該開示請求者以外の者の正当な権莉利益を害
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！ するおそれがあると認められるもの。ただし，事業活動によって生
． ：

じ，又は生ずるおそれがある支障から，人の生命，健康，生活又は

財産を保護するため，開示することが必要であると認められる情報

を除く。 ((4)号）

． （3） (5)号ないし(8)号につき省略

第18条

実施機関は，開示請求に対し，開示請求に係る保有個人情報が存在

してい･るか否かを答えるだけで，不開示情報を開示することと.なると

きは，当該保有個人情報の存否を明らかにし濯いで， 当該開示請求を

. _拒否することが涌窒る・ 一. …

| 、

１
１

１
１

鳥取市市税条例 ． 割

第58条

（1） 市長は，次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち，市長に

‘ おしTて必要がある-と認めるものについては，その所有者に対して課

する固定資産税を減免することができる･ （第，項）

ア貧困により生活のため公費の扶助を受ける者の所有する固定資

産(1号) 。

イ公益のために直接専用する固定資産（有料で使用するもの‘を除

く。 ） 〔2号) 、

ウ市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により，著しく

価値を減じた固定豊産（3号） ．

エ前3号に定めるものを除くほか，特別な事情がある者の所有す
る固定資産（4号）

（2） 2項及び3項につき省略
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第153条ノ

都市計画税の賦課徴収は，

し，固定資産税を賦課し， 〕

，固定資産税の賦課徴収の例によるものと

及び徴収する場合に併せて賦課し，徴収す
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